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日 程 表 
 

 

日  時        研    修    内    容 

 

13:00～13:30 

 

 

13:30～13:35 

 

 

13:35～14:00 

 

 

 

 

14:00～14:45 

 

 

 

 

 

14:45～14:55 

 

 

（休  憩） 

 

 

15:05～15:20 

 

 

 

 

15:20～15:30 

 

 

受 付 

 

 

開 会／挨 拶 

 

 

講 義 

内容：「事務局へのお願い事項等について」 

   講師：会長 大野 トシ子 

  

 

 事業説明 

内容：平成３１年度事業説明／県大会 

全国互助共励事業／県民児協弔慰金／活動保険 

 説明：県民児協事務局 

 

 

質疑応答 

 

 

（休  憩） 

 

 

 県・事業説明 

内容：「千葉県社会福祉法人地域協議会の設置について」 

説明：健康福祉指導課 法人指導班 班長 高柴 由美子 氏 

 

 

千葉地方法務局・事業説明 

内容：「無戸籍者問題について 

～戸籍がない方をサポートするために～」 

説明：千葉地方法務局 戸籍課長 高橋 隆一 氏 

 

 

3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ホームページには参加者名簿は未掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ホームページには参加者名簿は未掲載 

 

5



                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

6



 

 

【１．講 義】 
 

「事務局へのお願い事項等について」 

 

公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会 

会 長 大野 トシ子 氏 
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令和元（平成３１）年度 

千葉県民生委員児童委員協議会事務局会議 

 

令和元年６月２８日 

千葉県民生委員児童委員協議会 

会長 大野 トシ子 

 

事務局へのお願い事項等について 

 

①一斉改選に当たってのお願い 

②委嘱後の新任研修のあり方 

③各市町村組織内の単位民児協が唯一法定単位民児協であることのご指導 

④各単位民児協会長のやらなければならない単位民児協活動記録の集計と活用 

⑤ほうれんそうの徹底 

 ・県民児協からの依頼文書が各単位民児協会長に知らされていない 

  例）指定民児協（全国・県）ほか、全民児連主催の各勉強会への参加依頼等 
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【２．事業等説明】 
 

千葉県民生委員児童委員協議会 事務局 
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平成３１年度 

 

 

 

 

事 業 計 画 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 ２０１９年４月 １日 

至 ２０２０年３月３１日 

 

 

 

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 
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平成 31 年度事業計画 

 

Ⅰ 活動方針 

 

今日、少子高齢化の進行や人間関係の希薄化などを背景に社会や家族の姿は大きく変化

しています。孤立した高齢者世帯、貧困など深刻な課題を抱えた家族の増加、保護すべき

立場の親からの児童虐待事件の発生等々、地域社会における課題が深刻化、多様化、複雑

化しております。 

このような状況にあって、地域の課題に向き合い、常に住民の立場に立って活動する民

生委員・児童委員への期待は一層高まっており、誰もが安心して暮らせる地域社会づくり

のため、更なる取り組みを推進していく必要があります。 

 

平成 31 年度は、民生委員・児童委員の一斉改選の年に当たり、新たに民生委員・児童委

員として活動を始める方が多数生まれます。そこで、それらの方々の活動を支えるため、

従来の研修に加え、実際の活動に役立つ相談技法やメンタルヘルスに関する科目を加える

など新任研修の拡充を図ります。 

また、7 月 18 日には、第 19 回千葉県民生委員児童委員大会を開催し、永年、地域福祉へ

のご功績のあった方々に感謝の意を表するとともに、今後の民生委員活動のさらなる向上

を目指し結束を深めることとしています。 

さらに、30年度リニューアルをしたホームページには、一斉改選後の「あなたの街の民

生委員活動」の掲載を目指すなど、民生委員制度や活動の周知を図り、地域の人びとの理

解と信頼を得ることに努めます。 

 

大正 6 年、岡山県で誕生した「済世顧問制度」に始った 100 年の歴史を刻んでいるこの

民生委員制度を、献身的な活動で支えてきた数多の先達の努力を受け継ぎ、地域福祉が隅々

にまで行き届くよう、今後とも民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくりと、それを

支える単位民児協組織の充実支援に取り組んでまいります。 

 

 

Ⅱ 重点施策 

１ 一斉改選に伴う新民生委員・児童委員を始めとする研修・指導事業の充実 

２ 第 19 回千葉県民生委員児童委員大会の開催 

３ 情報の収集・提供体制の推進 
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Ⅲ 事業計画 

活動方針及び重点施策に沿って、次のとおり会務並びに業務を積極的に展開する。 

 

 

１ 公益目的事業【研修の部】 

 

 

 民生（児童）委員資質向上業務受託研修：千葉県 等  

 

 

（1）新任民生委員児童委員研修会 

ア 目 的  新たに委嘱された民生委員・児童委員、主任児童委員を対象に相談支援

活動を行う上で必要な基本的知識・技術の習得を目標とした研修を行う。 

イ 時 期  年 6 回（2019 年 4月 12 月 2020 年 1 月） 

ウ 場 所  千葉市内 外 

エ 対 象  一斉改選により新たに委嘱された民生委員・児童委員、主任児童委員等 

 

 

（2）単位民児協会長研修会 

ア 目 的  単位民児協活動をリードする立場の会長に対して、民児協活動を実践す

るために必要な知識・技術の習熟を通して指導力を高めることを目標と

した研修を行う。 

イ 時 期  2020 年 2 月予定 

ウ 場 所  千葉市内 

エ 対 象  単位民児協会長 

 

 

（3）事例検討研修会 

ア 目 的  中堅の民生委員・児童委員を主対象に、時宜にかなう事例検討及び情報

交換をグループワークで行い、一人ひとりが参加・発言できる場を通して

民生委員・児童委員としての資質向上につなげ、地域福祉の向上に資する。 

イ 時 期  年６回（2019 年 9月～10月） 

ウ 場 所  未定（県内 6 ケ所） 

エ 対 象  中堅民生委員・児童委員を主対象に、単位民児協当たり 2名程度 
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（4）主任児童委員研修会 

ア 目 的  地域における児童福祉の中核的役割を担うことが求められている主任児

童委員に対して、日頃の活動状況の情報交換や討議を通して、知識・技能

の習得を目標とした研修を行う。 

イ 時 期  2020 年１月予定 

ウ 場 所  千葉市内 

エ 対 象  主任児童委員 

 

 

 

 

 自主研修事業  

 

 

（5）相談技法研修会 

ア 目 的  地域福祉の担い手として住民から様々な相談に応じている民生委員・児

童委員の相談技術の向上、対人援助の基本的な知識・技術・ 態度等につ

いての習得を目指す。 

イ 時 期  2020 年 2 月予定（3 回） 

ウ 場 所  千葉市内 

エ 対 象  単位民児協当たり１名 

 

 

 研修派遣  

 

（6）全国民生委員児童委員連合会主催研修事業 

全民児連が主催する下記研修事業等への参加促進に関する支援を行う。 

 

・全国児童委員研究協議会               参加枠：５～６名程度 

・全国主任児童委員研修会               参加枠：１０名程度 

・民生委員・児童委員のための相談技法研修会      参加枠：３名程度 

・民生委員・児童委員リーダー研修会          参加枠：３名程度 

・全国民生委員指導者研修会（民生委員大学）      参加枠：２名程度 

・都道府県・指定都市民生委員児童委員協議会事務局会議 参加枠：２名以内 

・関東ブロック民生委員・児童委員活動研究協議会    参加枠：１０名程度 

・全国民生委員児童委員大会              参加枠：３０名程度 

 

 

14



２ 公益目的事業【指導の部】 

 

 

 育成指導  

 

（1）第 19 回千葉県民生委員児童委員大会の開催 

ア 目 的  民生委員児童委員活動の一層の充実・発展を図るとともに、多年にわた

り社会福祉の向上に功績のあった民生委員児童委員を表彰するため、第

19 回千葉県民生委員児童委員大会を開催する。 

イ 時 期  2019 年 7 月 18 日(木) 

 ウ 場 所  千葉県文化会館 大ホール 

 

（2）指定民児協助成事業の推進 

ア 目 的  市町村及び単位民児協活動の促進を図るため、全社協及び県民児協から

活動助成金を交付し、更なる活動のレベルアップ及び新規事業への取り

組みを促すことを目的に事業を展開する。また、この助成に伴う合同会

議を 2019 年 4 月に行う。 

イ 事 業  （ア）県民児協指定民児協 

松戸市小金南部地区(継続) 

（イ） 県民児協モデル育成事業 

新規 2 地区（2019 年３月中に選定） 

（ウ）全社協地方共励事業指定民児協 

新規 2 地区（2019 年３月中に選定） 

※上記（イ、ウ）新規 4民児協には、応募事業に関する研修を実施 

（本会はコーディネート） 

 

（3）市町村民児協事務担当者会議の開催 

ア 目 的  市町村民児協事務担当者を対象に、主要事業に関する事前説明を行う。 

イ 時 期  2019 年 6 月 

ウ 場 所  千葉県社会福祉センター 

 

（4）主任児童委員連絡会の開催 

ア 目 的  主任児童委員制度について、その役割の明確化や、地域への理解促進を

図るための方策について意見交換を行う。また、近年増加している子ど

もに関する諸課題への検討についても、必要に応じて行うことができる

ものとする。 

イ 時 期  年 3 回程度 

ウ 場 所  千葉県社会福祉センター 
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 情報提供  

 

 

（5）ＰＲ／ホームページ関連事業の推進 

ア 目 的  リニューアルしたホームページのさらなる内容充実に努める。 

一斉改選後の「あなたの街の民生委員活動」の掲載やリーフレット作成・

配付により、民生委員制度、活動の周知を図る。 

 

 

（6）ちば民児協だよりの発行 

ア 目 的  民生委員・児童委員並びに関係機関に対し、広報誌「ちば民児協だより」

を編集委員会の協議を通して発行する。また、編集委員会は年 6 回程度

開催予定 

イ 時 期  年 2 回発行予定 

 

 

 

 

３ 法人管理運営事業 

 

（1）理事会・評議員会等の開催 

 ア 理事会  5 月 事業報告・収支決算の承認等 

        1 月 (1 回又は 2 回)一斉改選に伴う役員の改選 

3 月 事業計画・収支予算の承認等 

イ 評議員会 5 月 事業報告・収支決算の承認等 

1 月 一斉改選に伴う役員の改選 

3 月 事業計画・収支予算の承認等 

ウ 監査会  4 月 平成 30 年度における業務執行状況及び会計監査 

エ 正副会長会議 年 10 回程度 

会務及び業務の執行管理、理事会・評議員会に上程する議案調整 

及び課題等に対する処理方針等 

 

 

（2）県民児協慶弔事業の運営 

ア 目 的  叙勲・褒章受章者への記念品並びに物故者に対する弔慰金の贈呈を行う。 

イ 時 期  通年 
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（3）全国民生委員互助事業の推進 

ア 目 的  全社協が主体となって実施する民生委員・児童委員の互助共励事業を通

して物故者に弔慰金を、疾病及び被災者に見舞金を、また退任者に対し

ては慰労金の給付を、間接的に行う。 

イ 時 期  通年 

 

 

（4）会員名簿の整備 

ア 目 的  一斉改選時に市町村民児協から提供いただく管内会員名簿により、会員

名簿を整備する。 

 イ 時 期  2019 年 12 月 1日現在の各市町村民児協の会員 

 

 

 

 

＜参 考＞ 

 

◇関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会（神奈川県） 

日 程  2019 年 7 月 4 日（木）・5 日（金） 

会 場  神奈川県・川崎日航ホテル 

 

◇全国民生委員児童委員大会（福島県） 

日 程  2019 年 10 月 17 日（木）・18日（金） 

会 場  福島県・ビッグパレットふくしま 他 
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（令和元年6月28日現在）

月

4 第1回正副会長会議 新任民生委員児童委員研修会 指定民児協合同会議

千葉県社会福祉センター
3階会議室

千葉県社会福祉センター
4階第1会議室

千葉県社会福祉センター
4階第2会議室

決算監査会

千葉県社会福祉センター
3階会議室

5 第1回理事会
第1回ちば民児協だより編集
委員会

千葉県社会福祉センター内 千葉県社会福祉センター内

第1回評議員会

千葉県社会福祉センター内

6 第2回正副会長会議
第19回千葉県民生委員児童
委員大会 第2回運営委員会

第１回主任児童委員連絡会
都道府県・指定都市民児協
事務局会議

千葉県社会福祉センター内 千葉県社会福祉センター内 千葉県社会福祉センター内 全社協会議室

市町村民児協事務担当者
会議

千葉県社会福祉センター内

7 第3回正副会長会議
第19回千葉県民生委員児
童委員大会

関東ブロック民生委員児童
委員活動研究協議会

千葉県社会福祉センター内 千葉県文化会館大ホール 川崎日航ホテル

全国主任児童委員研修会
（東日本）

8 東京ベイ幕張ホール

民生委員・児童委員のため
の相談技法研修会

新横浜プリンスホテル

9 第4回正副会長会議 事例検討研修会
第2回ちば民児協だより編集
委員会

民生委員・児童委員リー
ダー研修会

6(金) 船橋市西部公民館

12(木) 大網白里市保健文化センター

13(金) 流山市ケアセンター研修室

10 第5回正副会長会議 事例検討研修会 第２回主任児童委員連絡会
第88回全国民生委員児童
委員大会

3(木) 横芝光町文化会館

10(木) 君津市生涯学習交流センター

11(金) 成田市国際文化会館

11 第6回正副会長会議 千葉県社会福祉大会

千葉県社会福祉センター内 千葉県文化会館

12 第8回正副会長会議 新任民生委員児童委員研修会
第3回ちば民児協だより編集
委員会

12(木) 君津市民文化ホール

13(金) 東総文化会館

19(木) 船橋市民文化ホール

20(金) 千葉市民会館

15(金) 14(木)

16(月)

千葉県社会福祉センター内

14(金) 12(水)
6(木)
7(金)

14(金)

4(木)
5(金)

28(金)

26(金)

10(金) 29(水)

18(木)

27(月)

12(金)

22(月) 19(金) 22(月)

2019年度 事業別日程表

正副会長会議/理事・評議員会 研修会/県大会 部会・会議 全民児連/関東/その他

7/31(水)
8/1(木)

27(火)
28(水)

福島県ビッグパレットふくしま

2(月)
～

4(水) 新横浜プリンスホテル

17(木)
18(金)

4(水)

千葉県社会福祉センター内

11(水)

千葉市内

千葉県社会福祉センター内 千葉県社会福祉センター内
未定

4(金)

千葉県社会福祉センター内

2(水)
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月

1 第8回正副会長会議 新任民生委員児童委員研修会 全国児童委員研究協議会

千葉県社会福祉センター内 さわやかちば県民プラザ 東京ベイ幕張ホール

第2回理事会 単位民児協会長研修会

千葉県社会福祉センター内 三井ガーデンホテル千葉

第2回評議員会（午前）
第3回理事会（午後）

千葉県社会福祉センター内

2 第9回正副会長会議 主任児童委員研修会
第4回ちば民児協だより編集
委員会

全国民生委員指導者研修会
（第29回全国民生委員大学）

千葉県社会福祉センター内 千葉市民会館 千葉県社会福祉センター内 神奈川県「ロフォス湘南」

相談技法研修会

千葉市内で3回

3 第4回理事会

千葉県社会福祉センター内

第3回評議員会

千葉県社会福祉センター内

6(月)

20(木) 5(水)
12(水)

～
14(金)

6(金)

17(金)

25(水)

22(水)
23(木)

27(月)

14(金)
21(金)
28(金)

30(木)

正副会長会議/理事・評議員会 研修会/県大会 部会・会議 全民児連/関東/その他

未定

10(金)
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平成 31 年度（令和元年度）千葉県単位民児協会長研修会概要 

 

１ 趣  旨   民生委員・児童委員個々の活動を支えるため、単位民児協が

組織として機能することが重要です。 

         本研修会は、県内の単位民児協をリードする立場の会長が

地域で充実した民児協活動を実践するために必要な知識・技

術の習熟を通して指導的能力を高め、地域社会の福祉の向上

に資することを目的に開催いたします。 

 

２ 主  催  千葉県、船橋市、柏市 

 

３ 実施機関  公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 

 

４ 日  時  令和 2 年 1 月 30 日（木） 午後 1 時 30 分から 

 

５ 場  所  三井ガーデンホテル千葉 3 階「平安の間」 

 

６ 対 象 者  単位民児協会長（328 名）※事務局職員可。 

 

７ 研修内容  講 義 

         国際医療福祉大学 医療福祉学部  

医療福祉・マネジメント学科  

学科長 教授 小林 雅彦 氏  
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千葉県新任民生委員児童委員研修会（改選後） 

 

１．開催期日・場所 

開 催 日 会 場（定 員） 対 象 市 町 村 

①令和元年（以下、同） 

１２月１２日（木） 

君津市民文化ホール 

中ホール（502 人） 

館山市・木更津市・勝浦市 

鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦

市・南房総市・大多喜町・鋸南町 

② １２月１３日（金） 
東総文化会館 

小ホール（302 人） 

銚子市・旭市・匝瑳市・香取市 

東庄町 

③ １２月１９日（木） 
船橋市民文化ホール 

（1,000 人/1F 661 人） 

市川市・船橋市・習志野市 

八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市 

浦安市・白井市 

④ １２月２０日（金） 

千葉市民会館 

大ホール 

（1,001 人/うち車椅子 5） 

茂原市・成田市・佐倉市・東金市 

市原市・四街道市・八街市 

印西市・富里市・いすみ市 

山武市・大網白里市・酒々井町 

栄町・神崎町・多古町 

九十九里町・芝山町・横芝光町 

一宮町・睦沢町・長生村・白子町 

長柄町・長南町・御宿町 

⑤令和２年 

   １月１７日（金） 

さわやかちば県民プラザ 

ホール（473 人） 
松戸市・野田市・柏市・流山市 

 

２．研修内容 

ア．開催時間 

１２：３０～１６：００（全体） 

 

   イ．講義内容 

講義１ 千葉県民生委員児童委員協議会 会長 大野 トシ子  

講義２ 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 

講義３ アクティヴリッスン 代表 澤村 直樹 氏 

 

３．対象者 

   新任民生委員児童委員 

21



 

 平成 31 年度（令和元年度）事例検討研修会開催要領 

 
１ 趣  旨 

民生委員・児童委員が地域住民の様々な相談に応じていくため、社会福祉に

関する制度の基本的な知識や相談援助技術等、新たに習得すべき事項は多岐に

わたっています。 

本研修は、今回、事例の検討及び県内民児協の情報交換に、出席する委員一

人ひとりが参加・発言することを通して、民生委員・児童委員の資質向上を図

り、地域社会の福祉の向上に資することを目的に開催いたします。 

 

２ 主  催 

千葉県、船橋市、柏市 

 

３ 実施機関 

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 

 

４ 期日・会場・対象者数 

期   日 会    場 対象者数 

９月 ６日（金） 船橋市西部公民館・講堂 １３０ 

９月１２日（木） 大網白里市保健文化センター・ホール  ９４ 

９月１３日（金） 流山市地域福祉センター（ケアセンター）研修室 １２６ 

１０月 ３日（木） 横芝光町文化会館・集会室  ９２ 

１０月１０日（木) 君津市生涯学習交流センター・多目的ホール １０８ 

１０月１１日（金） 成田国際文化会館・小ホール １０６ 

 

５ 対象者  

民生委員・児童委員（但し、二期目以上の者を主とするが、新任等も可。 

また、各単位民児協あたり２名を目安とし、市内で調整可） 

 

６ 日  程 

受 付 （12：30～13：00） 

開 会 （13 ：00） 

民生委員児童委員信条・児童憲章前文（唱和） 

挨 拶    千葉県民生委員児童委員協議会会長 

千葉県健康福祉部健康福祉指導課長 

講義・演習  テーマ１「新任委員を迎える環境づくり」（仮） 

          テーマ２「地域における子育て支援と児童委員活動」（仮） 

順天堂大学 スポーツ健康科学部 

         先任准教授 松山 毅 氏 

閉 会 （16 ：00） 
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№ 期　日 会　　場 № 期　日 会　　場

市川市 36 銚子市 24

船橋市 48 旭市 18

習志野市 24 匝瑳市 12

鎌ケ谷市 12 香取市 28

浦安市 10 神崎町 2

茂原市 20 多古町 2

東金市 18 東庄町 2

勝浦市 8 芝山町 2

市原市 6 横芝光町 2

いすみ市 6 館山市 10

山武市 8 木更津市 30

大網白里市 10 市原市 16

九十九里町 2 鴨川市 8

一宮町 2 君津市 16

睦沢町 2 富津市 6

長生村 2 袖ケ浦市 6

白子町 2 南房総市 14

長柄町 2 鋸南町 2

長南町 2 成田市 20

大多喜町 2 佐倉市 16

御宿町 2 八千代市 20

松戸市 36 四街道市 12

野田市 16 八街市 6

柏市 44 印西市 14

流山市 16 白井市 8

我孫子市 14 富里市 6

酒々井町 2

栄町 2

130

成田国際文化
会館

小ホール

94

106

別紙２

平成3１年度（令和元年度）事例検討研修会　市町村別対象者数

市町村対象者数 市町村対象者数

1
令和元年
9月6日
（金）

船橋市
西部公民館

講堂

2
9月13日
（金）

流山市地域福祉
センター

（ケアセンター）

研修室

126

10月11日
（金）

計 656 656

9月12日
（木）

大網白里市
保健文化センター

ホール

92

横芝光町文化
会館

集会室

10月3日
（木）

10月10日
（木）

君津市
生涯学習交流

センター

多目的ホール

108
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平成３１年度 

 

 

 

 

収 支 予 算 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 ２０１９年４月 １日 

至 ２０２０年３月３１日 

 

 

 

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 
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2727



2828



2929



3030



3131



3232



3333



3434



事 務 連 絡                           

令和元年 6 月 28 日 

 

 

各市町村民生委員児童委員協議会 事務局 様 

 

 

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 

事 務 局 

 

当協議会からの各種通知・依頼等の文書送付方法について 

 

平素は、当協議会の運営及び民生委員児童委員活動の推進につきまして、格段の

御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、当協議会では、昨年度末、当協議会のホームページをリニューアルしたこと

に伴い、各種通知・依頼等の文書送付はメール・ホームページ掲載、郵送の 3 とおり

の方法で実施しているところです。 

  今後予想される消費税アップに伴う郵送料の上昇や発送事務効率化の観点から、郵

送による文書送付を取りやめ、メールとホームページ掲載の 2 とおりの方法に改めま

すのでご理解くださるようお願いします。 

なお、理事会・評議会資料等大部資料の送付については、引き続き郵送にて送付いた

します。また、民生委員児童委員あての通知等については、郵送にて送付いたします。 

おって、メールとホームページ掲載の 2 とおりの通知で不都合が生じる市町村民児

協におかれましては、引き続き郵送にての発送もいたしますので、その旨、下記連絡

先へお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会（担当：黒岩） 

〒260－0026 千葉市中央区千葉港 4－3 県社会福祉センター内 

TEL：043－246－6011  FAX：043－248－0084 

e-mail：info@chiba-minkyo.or.jp 
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全国互助共励事業と県民児協弔慰金について 

 

 

Ⅰ．全国互助共励事業 

 

１．概要 

    本事業は、全国社会福祉協議会（民生部）を実施主体とし、下記（１）・

（２）の事業を行っている。 

 

 

（１）互助事業 

     会員の死亡や傷病等に対する弔意や見舞い、退任慰労に関すること 

 

   （２）共励事業 

     各種助成事業や、広報誌「ひろば」等の民生委員･児童委員活動に資

する資料の作成･配付 

 

 

 

２．運営会費 

 

例年、本会より、各市町村民児協に対して、年度初めに４月１日現在の

実数を調査。その調査結果を全民児連に報告するのとあわせて、市町村民

児協に年会費（実数×１，９００円）を請求し、全民児連へ全額一括納入

している。 

 

    （年会費） 委員１人当たり、年１，９００円 

    （対象者数）各年度の４月１日現在の実数 

 

※年度の途中で、委員の変更があった場合、前任者同様に後任者も会員。

会費の追加徴収はない。 

※年度の途中で、欠員補充があった場合でも、会員とみなされ、会費の追

加徴収はない。 
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Ⅱ．全国互助事業 

 

会員の死亡や傷病、退任等が発生した場合の申請手続きや給付額等は「全

国民生委員互助共励事業 運営要綱」に基づく。 

 

１．互助事業の概要 

 

互助事業は、下記①･②に大別される。 

 

 

①「公務関係」… 民生委員活動中のケガ及び死亡等 

 

②「一般給付」… 委員活動に係わらず、病気やケガ、死亡（配偶者含む）、

被災等 

 

 

 

２．給付の決定 

 

（１）「公務関係」は、申請後、全社協の公務審査会（年 4 回）で審査のう

え、給付の可否や給付額を決定。 

   また、「公務傷害」についての支給基準は以下のとおり。 

    

「公務傷病見舞」は、原則３０，０００円とする。ただし、以下の場

合には下記金額を加算する。 

①５日以上の入院を伴った場合：２０，０００円を加算 

②重度の後遺症がある場合（身体欠損・寝たきり等、恒久的な機能障

害がある場合：１００，０００円を加算 

（①の入院分も加え１５０，０００円） 

③継続的に日常生活に支障を及ぼすような障がいが残った場合： 

１００，０００円を下回る範囲内で加算できる。 

 

（２）「一般給付」は、都道府県民児協等に審査及び決定が委任されている

ことから、本会で審査及び決定後、全民児連へ申請。 
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３．申請の際の留意点 

 

３－１．公務関係・一般給付（共通）申請の際の留意点 

 

（１）給付対象は、「民生委員・児童委員、主任児童委員」であること 

 

①傷病または疾病等の理由で退任される場合 

退任する前に該当する（傷病または疾病等の）申請を先に行う。その

後、申請月を分けて、（後の月に）退任慰労の申請をする。 

 

②長期療養のまま退任されるなど、特段の事情がある場合 

公務傷害・公務疾病の見舞金申請については、運用上、退任日から３

０日以内の申請であればできるものとされている。このようなケース

の場合は、事前に本会までお問い合わせください。 

 

③一斉改選で退任される委員について 

委嘱中に申請の手続きを行うこと。委嘱中に申請することが難しい場

合には本会にご相談ください。※退任慰労以外 

 

 

（２）申請は、事故発生後１年以内 

 

   「公務関係」及び「一般給付」ともに、事故発生後、１年以内の申請

のみを給付対象とする（１年以上は、遅延理由書があっても対象外）。 

なお、「１年以内」とは、事由発生から全社協に申請書類が到着するま

での期間とする。※後出の「４．申請の流れ」を参照。 

 

      

３－２．「公務関係」申請の際の留意事項 

 

（１）公務傷害見舞金の申請について 

 

①申請の時期 

・重度の後遺障がいや長期入院を伴わない場合は、事故発生後、治療

中であっても、できる限り早くご申請ください。 
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・重度の後遺障がいや長期入院を伴う場合は、治療期間が１８１日を

超えた時点で速やかにご申請ください。 

 

 

②医師の診断書について 

・申請時に添付いただく「医師の診断書（原本）」は、受傷後１か月以 

内に取得するようにしてください（事故発生から時間が経過すると、

負傷理由等を正確に確認することが困難になるため） 

※公務疾病も同様の理由から発症後１か月以内に診断書を取得する

ようお願いします。 

 

・公務申請とあわせて、「民生委員･児童委員活動保険」にて１０万以

上の保険請求を行う場合は、保険会社の書式による診断書を取る必

要があるため、この場合は（全国互助事業の公務申請については）

保険会社の書式による診断書のコピーを添付してもよい。 

 

 

③その他留意事項 

自宅及び自己所有地における負傷に対する公務傷害見舞金について

は、下記のとおり。 

 

      ・公務傷害見舞金においては、自宅および自己所有地（畑、店舗、事

務所等）での負傷は日常生活との区別が難しく、公務中であったこ

との確認が困難なため、対象外とする。（借地・借家等の占有物件の

場合も含む）。 

 

      ・ただし、委員の自宅および自己所有建物において、民児協の会合（定

例会等）を実施していたことが客観的に証明できる場合は対象とす

る。  

       ※本取扱いについては、民生委員・児童委員活動保険においても同

様。  

 

 

      ④一斉改選で退任される委員について 

        全民児連第３回公務審査委員会までに申請のこと。 

        申請書類の本会提出締め切りは１０月中旬を予定。 
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        締め切り日（１０月中旬）を過ぎてから申請が発生する場合や、申

請以降に事案が発生した場合には、本会までご相談ください。 

 

 

３－３．「一般給付」申請の際の留意事項 

  （１）一般傷病見舞金の申請について 

 

傷病等の長期化が見込まれる場合などで、完治以前に申請される 場合、

全治期間は「発生日～完治見込日」ではなく、「発生日～治療中」等とする。

なお、「２か月未満」と「２か月以上」の対象期間は下記のとおり。 

 

一般傷病見舞金で、 

○「２か月未満」の対象となるのは、全治期間が３１日～６０日 

○「２か月以上」の対象となるのは、全治期間が６１日以上 

 

   ※自宅療養期間も含む 

   ※同一事由によるものは 1 回のみ申請可。  

   ※一斉改選により退任する委員については、公務給付と同様、委嘱中に申

請の手続きを行うこと。委嘱中に申請することが難しい場合、当会まで

ご相談ください。なお、傷病見舞（一般給付）は、１ヶ月（３１日）以

上の療養を必要とした傷病が対象であるため、退任される委員の本年

１１月１日以降に発生した傷病は給付対象外となる。 

 

 

４．申請の流れ（一斉改選に伴う退任慰労以外） 

「一般給付」に関する申請から給付までの流れは、下図のとおり。 

 
※本会から当該市町村への振込みについては、個人口座の指定はできません。 
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５．一斉改選による退任慰労金の申請について 

 

      「全民児連 永年勤続退任民生委員・児童委員表彰」（在任期間通算１５年以

上で、令和元年１１月３０日をもって退任する委員）の推薦と『一斉改選に

伴う「全国互助共励事業 退任慰労給付金」』の申請が一体的に作成できる様

式を全民児連にて作成予定。 

 ※「一斉改選に伴う諸手続き（予定）について」参照。 

 

 

Ⅲ．県民児協弔慰金の概要 

 

会員及びその配偶者の死亡が発生した場合の申請手続きや給付金につい

ては「公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 慶弔規程」に基づく。 

 

 １．申請手続き 

全国互助事業とあわせて、別紙様式によりご申請ください。 

 

 ２．申請流れ 

「一般給付」に関する申請から給付までの流れは、下図の通り。 
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全国民生委員互助事業取扱要領（抜粋） 

 

1．弔慰、見舞又は退任慰労の種別・金額・範囲 

種   別 金  額 範         囲 

 

公 
 
 
 

務 
 
 
 

関 
 
 

係 
 

 (1)死亡弔慰 

  公務死亡 

 

100,000～

200,000 円 

ア．都道府県・指定都市、市区町村、福祉事

務所、社会福祉協議会、民生委員児童委員

協議会、その他の関係機関の指示による諸

活動、並びに民生委員・児童委員としての

職務遂行下、他人から危害を加えられた、

もしくは不慮の事故による死亡又は傷害。 

イ．前記による諸活動の遂行が直接の原因と

みられる疾病。 

ウ．その他明らかに公務の遂行に起因すると

みられる死亡、傷害又は疾病。 

 

(2)傷病見舞 

①公務傷害 

②公務疾病 

 

30,000～ 

150,000 円 

 

 

 

 

 

一 

 

 

般 

 

 

給 

 

 

付 

(1)死亡弔慰 

①一般死亡 

②配偶者死亡 

  

30,000 円 

 15,000 円 

 

① ①会員の公務以外の事由による死亡。 

②会員と婚姻関係にある者及び事実上婚姻

関係と同様の事情にある者の死亡。 

 

(2)傷病見舞 

  一般傷病 

・療養 2 か月未満 

・ 〃  以上 

  

 

8,000 円  

 10,000 円 

入院、通院など発生後 1 か月以上の療養

を必要とした傷病（自宅療養期間も含める） 

ア． 1 か月以上 2 か月未満の療養を必要と

した場合。 

イ． 2 か月以上の療養を必要とした場合。 

 

(3)災害見舞 

・居宅 

 「全壊・大規模半壊」 

 「半壊」 

 

 

 

100,000 円 

50,000 円 

 

 

① 会員自宅の全壊・大規模半壊 

② 会員自宅の半壊 

(4)退任慰労 

・在任 3 年以上 9 年未満 

・在任 9 年以上 15 年未満 

・在任 15 年以上 

  

 3,000 円 

  5,000 円 

7,000 円 

ア．対象者の在任期間が、 

・3 年以上 9 年未満の場合。 

・9 年以上 15 年未満の場合。 

・15 年以上の場合。 

イ．死亡による退任の場合は、死亡弔慰をも

って退任慰労を含むものとする。 
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『全国民生委員互助事業』『県民児協死亡弔慰』申請手続及び給付金額一覧表 

 

※ 申請は事故発生後１年以内に全民児連に到着のこと 

各申請は、市町村民児協事務局を通して行ってください。 

全国申請様式は、「令和元（平成 31）年度全国民生委員互助共励事業運営要綱」と「県民児協弔慰金請求書」

を複写、もしくは、本会ホームページよりダウンロードしてご使用ください。 

  千葉県民生委員児童委員協議会 TEL (043)246-6011 

区分 種別１ 全国互助 申 請 手 続 県民児協 申請 

公
務
関
係 

死
亡
弔
慰 

公務死亡 

100,000 円 

～ 

200,000 円 

1.互助様式第 2号「給付金申請書」 

2.互助様式第 3号「公務死亡説明書」（原本） 

3.公務死亡証明書（原本） 

（関係公的機関の長、若しくは当該社協会長等による） 

4.医師の発行する死亡診断書（原本） 

10,000

円 

県民児

協弔慰

様式第

１号 

傷
病
見
舞 

 

公務傷害 

公務疾病 

 

30,000 円 

～ 

150,000 円 

1.互助様式第 2号「給付金申請書」 

2.互助様式第 4号「公務傷害・公務疾病状況説明書」 

（原本） 

3.公務傷害・公務疾病証明書（原本） 

（関係公的機関の長、または当該社協会長等による） 

4.医師の発行する診断書（原本） 

 

 

  

一
般
給
付 

死
亡
弔
慰 

一般死亡 30,000 円 

1.互助様式第 2号「給付金申請書」 

2.医師の発行する死亡診断書 

ただし互助様式第 5号「一般死亡確認書」をもって代え

ることができる 

10,000

円 

県民児

協弔慰

様式第

１号 

配偶者死亡 15,000 円 

1.互助様式第 2号「給付金申請書」 

2.医師の発行する死亡診断書 

ただし互助様式第 6号「配偶者死亡確認書」をもって代

えることができる 

3,000円 

県民児

協弔慰

様式第

２号 

傷
病
見
舞 

1 ヶ月以上 

2 ヶ月未満 
8,000 円 

1.互助様式第 2号「給付金申請書」 

2.医師の発行する診断書 

ただし互助様式第 7号「一般傷病確認書」をもって代え

ることができる 

 

 

2 ヶ月以上 10,000 円 

災
害
見
舞 

居宅 全壊・ 

大規模半壊 
100,000 円 

1.互助様式第 2号「給付金申請書」 

2.関係官公署の罹災証明書 
 

 

居宅 半壊 50,000 円 

退
任
慰
労 

3 年以上 

9 年未満 
3,000 円 1.互助様式第 2号「給付金申請書」 

2.互助様式第 8号「退任確認書」 

 

死亡による退任の場合は、死亡弔慰をもって退任慰労を

含むものとする 

 

 

9 年以上 

15 年未満 
5,000 円 

 15 年以上 7,000 円 
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全国民生委員互助事業給付金申請の時宜と留意事項について【令和元（平成31）年度】

種　別 申請できる期間
（全て発生後１年以内）

申請のタイミング 留意事項

公務死亡
発生後直ちに～発生
後１年以内

発生後、速やかに申請してくださ
い。

必要書類の添付

公務傷害見舞 発生後1年以内

＜重度の後遺障がいや長期（180
日以上）の入院を伴わない負傷の
場合＞
事故発生後、治療中であってもで
きる限り早期に申請ください。

＜重度の後遺障がいや長期（180
日以上）の入院を伴う場合＞
治療期間が180日を超えた時点で速
やかに申請ください。

必要書類の添付

※医師の診断書は、原則
として受傷後1か月以内
の取得をお願いします。

公務疾病見舞 発生後１年以内

＜完治した場合＞
完治後、速やかに申請してくださ
い。

＜治療中の場合＞
治療期間が180日を超えた時点で速
やかに申請ください。

必要書類の添付

※医師の診断書は、原則
として発症後1か月以内
の取得をお願いします。

一般死亡
発生後直ちに～発生
後１年以内

発生後、速やかに申請してくださ
い。

死亡年月日の記入

配偶者死亡
発生後直ちに～発生
後１年以内

発生後、速やかに申請してくださ
い。

死亡年月日の記入

一般傷病

 療養1か月以上2か月未満
 (31日～60日)

完治後直ちに～発生
後１年以内

全治期間が31日～60日で確定した
ら、速やかに申請してください。

　同一事由によるものは
1回のみ申請可。
　全治期間の記入。

一般傷病
　
 療養2か月以上
 (61日～)

発生から2か月経過後
～発生後1年以内

治療期間が、2か月（61日）を超え
た場合は、治療中でも申請可能で
す。
2か月（61日）を超えた時点で、速
やかに申請してください。

　同一事由によるものは
1回のみ申請可。
　全治期間（あるいは発
生日～治療中）の記入。

災害見舞（居宅）

　（全壊・大規模半壊）
　（半壊）

発生後直ちに～発生
後１年以内

発生後、関係官公署より罹災証明
書を取得のうえ、速やかに申請し
てください。

　罹災証明書による被害
区分（全壊、大規模半
壊、半壊）、被災の年月
日・種類（台風○号、▽
▽地震、火災等）の記
入。

退任慰労
　（在任3年以上9年未満）
　（9年以上15年未満）
　（15年以上）

発生後直ちに～発生
後１年以内

発生後、速やかに申請してくださ
い。

退任年月日と在任期間の
記入。

①

②

③

互助給付は、あくまでも現職の民生委員・児童委員が対象です。
退任した民生委員･児童委員には給付できません。

傷害・疾病等により療養していた委員が退任される場合は、退任前に該当する見舞金の給付申請を先にしてくだ
さい。そのうえで、申請月を分けて、退任慰労について申請するようにしてください。

公務傷害・公務疾病の場合の「全治期間」とは、傷病・疾病が発生してから申請日時点までの通院、入院、自宅
療養を含む治療日数をさします。
※治療中で申請する場合、全治期間には、「（発生日）～治療中」と記入ください。

一
般
給
付

公
務
関
係
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（記入例：一般死亡） 

（互助様式第２号）                          （市区町村社協等→県社協等） 

全 国 民 生 委 員 互 助 事 業  

給 付 金 申 請 書  

市区町村社協等名 
○○市 

民生委員児童委員協議会 担当者氏名 
 

   民生 一郎 

 

申
請
種
別 

ア． 公務死亡 エ．一般死亡 カ．一般傷病（療養２か月未満・療養２か月以上） 

イ．公務傷害 オ．配偶者死亡 キ．災害見舞（全壊・大規模半壊、半壊） 

ウ．公務疾病  ク．退任慰労（3年以上 9年未満・9年以上 15 年未満・15 年以上） 

会

員

氏

名 

ふ り が な 
男

・

女 

年 齢 満 ７０ 歳 

民生
みんせい

 太郎
た ろ う

 民 生 委 員 

在任延期間 
５年 ５か月 

遺
族
氏
名 

配
偶
者
又

 

 

 

続

柄 

会
員
と
の 

  

傷病名 

又は 

災害名 

     

（※無記入） 

住
所 

 

 ○○市△△港 １－２－３ 

 

上記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

  令和元年○月△日 

 

    県社協等 公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 

    団 体 名 

   （代表者名）   会 長  大野 トシ子    殿 

 

                市 区 町 村 ○○市民生委員児童委員協議会 

                社協等団体名 

                （代表者名）     会 長  福祉 葉子  ○印   

等

使

用

欄 

市

区

町
村
社
協 

受

領

方

法 

給

付

金 

１．銀行振込   ※※    銀行   ＊＊ 支店 

         口座番号（普・当）№ １２３４５６７ 

２．現金        受領者名 ○○市民生委員児童委員協議会 

                 会長 福祉 葉子 

記入上の注意 

  １）記入にあたっては「全国民生委員互助事業取扱要領」をご参照ください。 

  ２）「申請種別」は該当するものを○でかこんでください。 

  ３）「ア.公務死亡」「エ.一般死亡」を申請する際の「配偶者又は遺族氏名」の欄は給付金受

給資格者を記載し、その順位は配偶者、子、父母、祖父母としてください。 

  ４）「オ.配偶者死亡」を申請する際は「配偶者又は遺族氏名」の欄に亡くなられた配偶者の

お名前を記載してください。 

  ５）受領者名は、上記イ、ウ、オ、カ、キ、クにあっては会員本人とし、ア、エにあっては 

    配偶者又は遺族としてください。 

  ６）市町村社協等は県社協等へご送付した２号様式の写しを保管してください。 

※個人口座の

ご指定は出来

ません。 
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